


なお、平成 28年課長通知は廃止します。 

 

（※）安全確保措置 

製造販売業者が、医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び本剤の調剤を予定している

調剤薬局に対して行う適正使用推進を目的とした活動であり、具体的には本剤の特性、安

全性、副作用発現時の対応及び患者への説明に関する情報提供などがある。 


